
「
商
工
新
聞
」
読
者
の
紹
介
を
お
願
い
し
ま
す 

 

商
工
新
聞
は
毎
週
月
曜
発
行
で
購
読
料
は
、
月 

５
０
０
円
。
商
売
に
役
立
つ
情
報
が
満
載
、
毎
週 

内
容
豊
富
な
商
工
新
聞
を
購
読
し
て
下
さ
る
方
を 

ぜ
ひ
ご
紹
介
下
さ
い
。 

み
な
さ
ん
の
「
困
っ
た
！
」
の
力
に
な
り
ま
す
。 

 

労
働
保
険
料
の
納
期
限 

第
２
期
分
口
座
振
替
日
１０

月
３１

日
（
火
） 

 

口
座
残
高
の
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。 

対
象
事
業
所
に
は
「
労
働
保
険
料
等 

口
座
振
替
の
お
知
ら
せ
」
の
ハ
ガ
キ 

が
中
条
民
商
か
ら
届
き
ま
す
。 

 

  
 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 
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ース 

見舞金・祝金 

月 1,000 円 

 

・
記
帳
の
や
り
方
を
教
え
て
ほ
し
い
。 

 

・
青
色
申
告
に
し
た
い
。 

 

・
会
社
設
立
や
法
人
化
に
し
た
い
。 

 

・
国
や
自
治
体
の
制
度
融
資
を
使
い
た
い
。 

高
す
ぎ
る
国
保
税 

 
 

・
滞
納
が
あ
る
。 

・
差
し
押
さ
え
予
告
が
き
た
。 

 
 

・
国
保
税
を
減
免
し
た
い
。 

・
保
険
証
が
な
い
。 

労
災
保
険
・
社
会
保
険 

 

・
社
会
保
険
の
支
払
が
大
変
。 

・
従
業
員
を
雇
お
う
と
し
て
い
る
。 

・
元
請
か
ら
一
人
親
方
の
労
災
加
入
を
求
め 

ら
れ
て
い
る
。 

 
 

 

・
労
働
保
険
の
事
務
手
続
き
が
大
変
。 

消
費
税 

 
 

 

・
分
割
納
付
に
し
た
い
。 

 
 

 

・
納
税
猶
予
の
申
請
を
し
た
い
。 

１０

月
な
ん
で
も
相
談
会 

過
払
い
金
の
相
談
も
受
付
し
て
い
ま
す 

１１

月
の
無
料
法
律
相
談 

日 

時 

１１

月
１２

日
（
火
） 

 
 
 
 

午
前
１０

時
３０

分 

会 

場 

村
上
民
商
事
務
所 

弁
護
士 

新
潟
中
央
法
律
事
務
所 

 

小
淵
真
理
子
弁
護
士 

※
相
談
受
付
締
め
切
り 

１１

月
８
日
（
金
） 

☆
相
談
希
望
の
方
は
、
必
ず
事
前
に
電
話
で
予
約
を
。 

☆
緊
急
の
相
談
は
新
潟
市
の
同
法
律
事
務
所
で
す
。 

事
務
局
ま
で
連
絡
を
。 

 
 

 

大
腸
が
ん
検
診
の
ご
案
内 

 

検
査
は
簡
単
！ 

検

診

実

施

日 

１１

月
１１

日(

月)

、 

１１

月
１２

日(

火)

の
２
日
間 

 

容
器
回
収
場
所 

民
商
事
務
所
玄
関 

 検

査

方

法 

便
を
採
り
容
器
に
入
れ
る
だ
け 

で
、１
回
の
簡
単
な
検
査
で
す
。 

 ※
詳
細
は
後
日
お
知
ら
せ
し
ま
す
が
、 

申
し
込
み
を
希
望
の
方
は
民
商
へ
ご
連
絡
を
。 

 

   記帳学習会のご案内 

今年も残り２ヶ月半となりました。記帳は進んでいますか？日々の自主記

帳や自主計算はとても大切です。納税者の権利を学び、商売を数字でつか

みましょう。来年の確定申告に向けて準備していきましょう。 

日 時 １０月２１日（月）  

① 昼の部 １４時から   ②夜の部 １９時から 
 

場 所 民商事務所 
 

参加希望の方は①または②の時間を民商へご連絡をお願いします 

売
上
、
仕
入
や
経
費
の
自
主
記
帳

を
進
め
ま
し
ょ
う
。 

 

日
時 

１０

月
２９

日
（
火
） 

午
後
２
時
か
ら 

場
所 

民
商
事
務
所 

 

 

※
相
談
ご
希
望
の
方
は
、 

事
前
に
民
商
へ
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。 



 
 

 
 

～あなたも民商の共済会に～  

会員・配偶者は無条件で加入可 

同居家族、従業員も加入可 見舞金・祝金 

月 1,000 円 
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ース 

 

毎事業年度が終了したときや建設業許可を受けた内容に 

変更があったときは「変更届」を提出しましょう。 

建設業許可を受けているみなさま 

◇常勤役員等・専任技術者などの変更・追加・削除 

事実発生後２週間以内に提出 

         【例】代表者や役員の変更、商号、名称など 

◇決算変更届   毎事業年度終了後、４ケ月以内に提出 

             【例】 ８月決算 → １２月までに提出 

◇組織の変更   事実発生後３０日以内に提出 

              代表者や役員、商号、名称、所在地、 

資本金額などの変更 

 

建設業の許可 
  

建設工事の完成を請け負う営業をする場合、 

公共工事・民間工事にかかわらず、 

「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合を除き、 

建設工事の種類ごとに許可を受けなければなりません。 

 
「軽微な建設工事」とは、 

建築一式工事については、工事１件の請負代金の 

額が税込１，５００万円未満の工事または延べ面積が 

１５０平方メートル未満の木造住宅工事 
 

建築一式工事以外の建設工事については、 

工事１件の請負代金の額が税込５００万円未満の工事 


